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受付印 受付印 受付印
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届
出
者

住所

土地課税台帳 □

後継者指定により加入し、自分名義の農地等（特定農地等を除く。）の面積が５０（２００）アール未満なの
で喪失したい。（１及び２の場合を除く。）

5
農業生産法人構成員により加入し、自分名義の農地等（特定農地等を除く。）の面積が５０（２００）アール
未満なので喪失したい。（１及び２の場合を除く。）

×基金記入欄

㎡

(14)
申出者が権利を有し耕作
等の事業を行っている農地
等の面積（特定農地等を除
く。）

6
権利を有する農地等の面積が３０アール未満で配偶者加入したが、自分名義の農地等の面積が５０（２０
０～アール未満なので喪失したい。（１及び２の場合を除く。）

令和　 　年　 　月　 　日　　提出

面
積

農
地
等
の

国民年金被保険者名簿

家族経営協定書

□

3

□

な年金

(10)

当

然

喪

失

の

理

由

入状況

15

19

への加

当

然

喪

失

の

場

合

23

25

24

22

×
11

12

13

14

農 業 者 年 金 被 保 険 者
（様式第12号）

4

5

6

(11)特別

7

8

A

後継者を指定した者が、後継者として任意加入した者に経営移譲をしないで農地等による耕作又は養畜の事業を
廃止（４に該当した場合を含む。）した。

(9)

（フリガナ）

農地等につき耕作又は養畜の事業を行う者でなくなった。（農地等の面積が０～３０アール未満（３０～５０アール未
満であって年間労働時間が基準に満たない場合を含む。以下同じ。）の配偶者加入者に限る。）

家族経営協定により加入していたが、配偶者が農地等につき耕作又は養畜の事業を廃止した。（農地等の面積が０
～３０アール未満の配偶者加入者に限る。）

農林漁業団体役員に係る法人の常勤役員となったため農林漁業団体職員共済組合に加入した。

1

2

3

国民年金の第２号被保険者となった。又は国民年金の被保険者の資格を喪失した特定の場合である。

農地等（特定農地等を除く。）による耕作又は養畜の事業を廃止した。

死亡した。

18 障害により耕作又は養畜の事業を継続することが困難なので脱退したい。

イ 市街化区域内の
農地等の面積

オ 障害者の状態

ウ 都市施設の区域
内にある農地等の
面積

ア 農地等（特定農
地等を除く。）の
総面積

　耕作又は養畜の事業
  に適する農地等（特
定
 農地等を除く。）が少
 ないので脱退したい。 ㎡ ㎡

B 特例事業所に使用されていることにより厚生年金保険の被保険者となった。

別紙診断書のとおり

エ イ 又はウ 以外の農地等
（特定農地等を除く。）の
面積（ア－イ－ウ）

㎡ ㎡
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★農業委員会記入・確認欄

確認した書類に□してください。

16

TEL　 　－　 　－ TEL　 　－　 　－

(13)

申
出
喪
失
の
理
由

※JA記入欄

1

2

上記の記載内容は、事実と相違ないことを確認しました。

６０歳までの間の被保険者期間が２０年に満たないのに任意加入していたが喪失したい。（１の場合を除く。）

年齢が６０歳以上であるので喪失したい。

申
出
喪
失
の
場
合

その他（　 　）

権利を有する農地等（特定農地等を除く。）の面積が５０（２００）アール未満なので喪失したい。又は任意
継続被保険者であるが喪失したい。（１、２、４及び５、６の場合を除く。）

4

□

　
　
チ

ェ
ッ
ク
欄

資
格
関
係

□
農地基本台帳

－

資格喪失 （死亡）  届
任意脱退承認申請書
資 格 喪 失 申 出 書

月 日

年

（番　 　号）

農業生産法人に常時従事する構成員でなくなった。又は農業生産法人が農地等による耕作又は養畜の事業を廃
止した。

昭和
平成

２
３

年

月 日

(4) 性　　別
男
女

１
２

氏名

２
３

年 月 日

農業者年金基金法第４１条第１号又は第２号の経営移譲をした。

処理コード

生年月日
大正
昭和

(1)
農業者年金被保険者証
の記号番号

（記　 　号）

(2)
届出者（申出者）

の氏名

（フリガナ）

(3)

(7) 死亡した被保険者の氏名
フリガナ

(6) 資格喪失年月日
昭和
平成

(8) 死亡した年月日

1410 01

1410 02

１
２

この届書に添え
て提出しなけれ
ばならない書類

(5)
届出者（申出者）

の住所

（郵便番号）

1
障
害
に
よ
る
申
請
の
と
き
は
、
指
定
様
式
に
よ
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書
及
び
レ
ン
ト
ゲ
ン
・
フ
ィ
ル
ム
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
疾
病
又

は
負
傷
名
は
次
の
と
お
り
で
す
。

呼
吸
器
系
結
核
・
肺
え
そ
・
肺
の
う
よ
う
・
け
い
肺
（
類
似
す
る
じ
ん
肺
を
含
む
。
）
・
じ
ん
臓
結
核
・
胃
か
い
よ
う
・
胃
が
ん
・
十
二
指
腸
か
い
よ
う
・

内
臓
下
垂
症
・
動
脈
り
ゅ
う
・
骨
結
核
又
は
関
節
結
核
・
骨
ず
い
炎
・
ほ
ね
損
傷
又
は
関
節
損
傷

2
特
例
事
業
所
に
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
勤
務
先
が
発
行
し
た
特
例
事
業
所
に
勤
務
す
る
こ
と
に
伴
う
厚
生
年
金
加
入
期
間
証
明
書
ー

様
式
第
2
8
号

（
農
業
者
年
金
基
金
法
施
行
規
則
第
九
条
・
第
十
条
・
第
十
三
条
・
第
十
四
条
及
び
第
十
六
条
）

届
書
の
流
れ
（
Ｊ
Ａ
→
農
委
→
基
金)


